
医療的ケアについて







医療的ケア児支援法のポイント
①医療的ケア児でない児童と共に教育・保育を受けられるように
最大限配慮し適切に教育・保育にかかわる支援をおこなう

②居住する地域にかかわらず等しく適切に支援を受けれるように
する

③国や地方公共団体などは支援にかかわる施策を実行する責務を
有する※努力義務から責務に変更

④教育・保育施設の設置者は、保護者の付き添いがなくても適切
な医療的ケアやその他の支援を受けられるようにするため、看護
師等の配置やその他の必要な配置を講ずる

⑤国や地方公共団体は看護師等の他に、介護福祉士その他の喀痰
吸引等を教育・保育施設に配置するための環境の整備その他必要
な措置を講ずる



医療的ケアとは？
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、

人工呼吸器による呼吸器管理、喀痰吸引その他の医療行為・・・
とされているが、一般的な医療的ケアとは、病院などの医療機関
以外の場所(自宅・学校・保育所・福祉施設など)で日常的に継続
しておこなわれる

①喀痰吸引②経管栄養③気管切開部の衛生管理④導尿⑤吸入

⑥インスリン注射などの医行為を指す。

※病気治療の為の医行為は含まれないものとする。

※医行為は基本的に医療従事者がおこなうが、特定の研修を受講
すれば、喀痰吸引や経管栄養は医療資格がなくてもおこなうこと
が出来る



主な医療的ケア
• 経管栄養

自分の口から食事をすることが難しくなった人に対し、鼻から胃まで繋
がっているチューブや、胃ろう・腸ろう(腹部から直接胃や腸にチューブを
繋げる)を通じて食事を胃や腸に直接送る方法。

・吸引

痰や唾液、鼻水などを自分の力だけでは十分に出せない場合に、吸引器を
使って吸い取る手伝いをすること。痰や唾液などを綺麗に取り除くことで、
呼吸を楽にし、肺炎などの感染症を予防する方法

口腔・鼻腔・カニューレ(気管の上の皮膚を切開し気道を確保する管)

※注意・吸引は本人にとって決して楽な行為ではない。

・気管切開部の管理

気管カニューレがしっかりと気管に入っているか、またしっかりと固定さ
れているかなどの気管切開部周辺の管理。
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主な医療的ケア
• 人工呼吸器の管理

人工呼吸器とは肺を出入りする空気の流れを補助するための機械であ
り、その目的は適切な換気量の維持、酸素が血液に取り込まれること
の補助、呼吸動作を補助し呼吸が楽にすることが出来ます。動作の確
認や設定などの管理をおこなう。

・酸素療法(在宅酸素療法)の管理

呼吸機能の低下が原因で、体内の酸素が不足している場合、様々な酸
素供給器を使い、体内の酸素を補う。

・吸入

呼吸器系の疾患のある子どもが薬剤を吸入したりスチームを吸入する。



主な医療的ケア
• 導尿

自力での排尿が難しい場合に、膀胱にカテーテル(チューブ)を留
置し排尿をする。

・人工肛門(ストーマ)

自然に排便することや自力で排便することが難しい場合に、腹部
に排便用のルートを造り排便をする。

・インスリン注射(皮下注射の管理)

糖尿病によりインスリン分泌が十分でない場合など、定期的もし
くは身体状況や医師の指示に合わせて皮下注射によりインスリン
を補う。
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